
お問い合わせ・ご相談はこちら

0480-53-4193
（受付時間 9：00～17：30 ／ 日祝･年末年始休）

なかだ訪問看護ステーション
〒347-0065 埼玉県加須市元町7-29

TEL：0480-53-4193 FAX：0480-53-4195

指定事業所番号：1163890035

＊当事業所では サービスを提供する上で知り得たご利用者およびその家族に関する情報・
個人情報については、ご利用者または第三者の生命、身体等に危険がある場合を除いて、
契約中および契約終了後においても第三者に漏らすことはありません。

あなたのご自宅まで

看護師・理学療法士等がお伺いします！

対象となる方 かかりつけ医が訪問看護の必要を認めたすべての方

■介護保険でご利用の場合の１回あたりの料金（１割負担の方）

■医療保険でご利用の場合の１回あたりの料金（１割負担の方）

その他お困りのことなど、お気軽にご相談ください

医療法人社団 弘人会

24時間サポート体制

24時間緊急の連絡がとれる

安心の体制で療養生活を支えます!!

ご自宅で､ 看護・リハビリの暮らしを。

私たちがサポートします!!

詳細はこちら

住み慣れた「我が家」で､

いつもの暮らしをいつまでも。

なかだ訪問看護
ステーション

ご 利 用 の 流 れ

＊決まったかかりつけ医がいない場合はご相談ください。

＊訪問開始日や時間・頻度などはサービス開始前にご相談の上決定します。

65歳未満の方

介護保険非該当の方

介護保険の要介護・要支援

認定を受けている方

ケアマネジャーに相談

かかりつけ医に受診し、訪問看護指示書を交付してもらう

指示書が交付されたら

なかだ訪問看護ステーションと契約。訪問を開始します

かかりつけ医又は

病院の医療相談員に相談

訪問範囲
加須市、羽生市、久喜市の一部地域（旧栗橋町、旧鷲宮町、

旧菖蒲町）＊加須市以外の地域へは交通費の実費の負担あり。

ご 利 用 料 金

月の初日

月の2日目以降（週3日まで）

● 24時間対応体制加算Ⅰ 　680円

● 緊急時訪問加算 　270円
加算例

＜所要時間：概ね30～90分＞

1,320 円

860 円

20分未満

30分未満

30分～60分未満

1時間～1時間30分未満

● 緊急時訪問看護加算(Ⅰ) 　600円

● 早朝・夜間25％増し／深夜50％増し

40分以上（20分×2回）

60分以上（20分×3回）

（要介護の方） （要支援の方）

328 円 316 円

＜看護師が訪問した場合＞

613 円 592 円

491 円 470 円

858 円 828 円

1,176 円 1,136 円

加算例

（要介護の方） （要支援の方）
＜理学療法士等が訪問した場合＞

829 円 444 円

● 退院後も自宅で生活できるか不安…

● 通院が大変でなかなか病院に行けない…

● 医療のこと､生活のこと､相談できる人がほしい

● なるべく家族に負担をかけたくない…

● 転んで立てなくなったらどうしよう？

24時間365日緊急の連絡がとれる安心の体制

夜間や休日などの営業時間外における緊急時も安心です

理学療法士等の専門スタッフによる自宅でのリハビリ

病状や生活スタイルに合ったプログラムを作成して行います

適切なケアとアドバイスでご家族の心身の負担を軽減

訪問看護



看護・ リハビリは住み慣れたご自宅で

わたしたちの訪問看護で

できること

●介護・介助に関する助言

●不安やストレスの相談

●介護用品の相談

●介護者の休養に関する相談

など

●身体清拭、洗髪、入浴介助

●食事や排泄などの介助・指導、助言

●気管切開をしている方へのケア

●ストーマ (人工膀胱や人工肛門など)を

造設している方へのケア

●皮膚の潰瘍(創傷)がある方へのケア

●病状が不安定な方へのケア

●床ずれ(褥瘡)予防の助言

など

●医療機器装着児の看護ケア

●育児に関する相談・支援指導

●ショートステイや通所利用の相談

●介護者の外出時の看護 など

最後まで、その人らしい療養生活を
送ることができるよう、主治医などと連携し、
ご本人やご家族を支えます

●苦痛や倦怠感などを緩和するための

看護や医療処置、精神的な支援

●緊急時・急変時の対応、

お看取りにかかわる
支援 など

●心身の健康状態の観察

●内服薬の管理・調整

●周囲とのコミュニケーションが

スムーズにいくように援助
など

●ベッド周りの医療機器の配置、

薬の保管場所､移動方法等の助言

●入浴や排泄に必要な福祉用具、

手すりの設置や段差の解消など

転倒の防止を目的とした住宅改修

に関する助言など

福祉用具相談員などの専門職と

連携して支援します

● 血圧・体温・脈拍、SpO2、呼吸

状態などのチェック

● 感染の有無､心身の健康状態､障がい

の状態などの観察と助言､予防的支援

● 肺炎や脱水などの症状などの早期

発見と重症化を防ぐための助言

● 高血圧や糖尿病などの慢性疾患の

自己管理ができるよう支援します

●主治医の指示に基づく医療処置

（点滴、たんの吸引や吸入、経管栄養、
創傷処置、チューブ類の交換など）

●在宅酸素療法、人工呼吸器、気管

カニューレ等の医療機器の管理

●服薬に関する助言、副作用の確認

●膀胱留置カテーテル、経管栄養、

胃瘻、人工肛門などの管理 など

緊急時の対応や必要時の

訪問なども行います

●食事や入浴､トイレなど日常生活に

必要な動作の練習

●座る､立つ､歩くなどの運動機能の練習

●呼吸機能や､食べる・飲み込むといった
摂食・嚥下機能の回復､維持､低下予防

●関節拘縮 (関節の動きが悪くなる状態)

の予防や安楽な体位などの助言や指導

●福祉用具の利用相談や選定 など

専門性を必要とするリハビリテーションの

提供は、理学療法士等のリハビリ

専門職が訪問いたします

痛み(疼痛)、呼吸困難、発熱、不眠、
便秘と下痢、倦怠感などの緩和を行います

●病状を観察し､主治医や薬剤師の処方

の範囲内で薬の量を調整

●末期がんの方の場合、疼痛緩和の
ための服薬支援、体位の工夫、
マッサージなど身体的・

精神的な支援 など


